
令和 6 年度

（2024 年度）

星槎国際高等学校宇都宮キャンパス

夢作志学院

入試要項



1.募集人員

【普通科】 男女計 20 名

・専門学校コース

・就職コース

・自立支援コース

【進学科】 男女 20 名

・大学進学コース

・短大進学コース

2.募集要項

（１） 出願資格

・令和 6年 3月中学校卒業見込者。または中学校既卒者。

・通信制及び定時制高校で本学院を第一志望とする者。（全日制併願受験可能）

（２） 必要書類



(３） 受験料

単願・併願とも 21,000 円（税込）

内訳：夢作志学院受験料 11,000 円

星槎国際高等学校 10,000 円

（４） 出願方法

(2)の必要書類を郵送、または夢作志学院窓口にて提出。

窓口受付時間 10:00～17:00 （日・月・祝日は除く）

＊受験料（21,000 円）は、専用振込用紙にて郵便振込か窓口にて納入。

3. 試験日程及び期間

試験
願書受付期間

（郵送の場合最終締切日必着）
試験日（面接・筆記） 合格発表

第 1 回

2023 年 11 月 28 日（火）

～

2023 年 12 月 7 日（木）

2023年12月9日(土） 2023年12月14日（木）

第 2 回

2024 年 1 月 4 日（木）

～

2024 年 1 月 11 日（木）

2024年1月13日(土） 2024 年１月 18日（木）

第 3 回

2024 年 1 月 30 日（火）

～

2024 年 2 月 8 日（木）

2024年2月10日(土） 2024 年 2月 15 日（木）

第 4 回

2024 年 2 月 27 日（火）

～

2024 年 3 月 7 日（木）

2024 年 3月 9日(土） 2024 年 3月 14 日（木）



4．入学試験

試験会場 ： 夢作志学院 3F会場

試験時間 ： 各午前 10時～12 時頃

試験内容 ： ①面接 本人および保護者

②作文 事前課題「高校生活に望むこと」

＊300 字程度。事前に記入したものを事前に提出。

③筆記 国語・数学・英語 から２教科選択

＊各科 30 分。入学後の指導の参考にするためのものです。

合格発表 : 中学校およびご家庭に電話連絡いたします。

入学手続 ： 単願者…合格発表日より１週間以内

併願者…合格発表日より併願校合格発表日の翌日まで

＊その後の手続につきましては、入学確定後にご案内等を郵送いたします。



5．学費・納入方法

（１） 学費内訳 令和 6 年度新入学生 (全て税込)

① 入学金 108,000 円（入学時のみ）

② 施設設備料 162,000 円（年額）

＊授業料年間一括振込者 129,600 円（32,400 円割引）

③ 授業料 518,400 円（年額） ＊月額 43,200 円

１．別途実費 ③校外活動費 約 60,000 円（年額)

＊実施内容に変わります

④課外授業(修学旅行)代 約 167,300 円

（4泊5日2022年度実績）

２．提携通信制高校への費用 約 187,000 円（年額総計）

※高等学校等就学支援金受給対象者は授業料との相殺になります。

(詳細は別紙にて案内)

（２）学費納入方法

○授業料納入 …以下の２通りの納入方法。

① 年間一括振込 （年間授業料を入学手続時に郵便振込にて納入。）

② 銀行口座振替 （足銀または栃銀）

・入学手続時、入学金＋施設設備費＋４月度授業料（43,200 円）を郵便振込

にて納入。

・５月度授業料から前月 25 日（日祭日の場合、翌営業日）に口座振替。

８月度も口座振替があります。詳細は、入学後案内があります。

＊一旦納入した学費・諸費用は事情の如何に関わらず返還になりません。

＊金融機関（銀行）の教育ローンもご紹介できます。

（３） 入学手続 期間内に本学院発行の振込用紙にて郵便振込。

（入学金・施設設備料・授業料の合計額）

手続期間： 単願者…合格発表日より１週間以内

併願者…合格発表日より併願校合格発表日の翌日まで



（４）納入期限

＊課外授業(修学旅行)積立金納入方法

①月々の口座振替加算 ②一括振込み納入 の２通りがあります。

年間一括 銀行口座振替

入学前 入学手続 入学金

施設設備料

授業料（年額）

提携高校費用（年額）

入学金

施設設備料（年額）

授業料（４月分）

提携高校費用（年額）

１年次 ４月

５～２月 授業料（毎月）

３月 施設設備料

授業料（年額）

提携高校費用（年額）

施設設備料（年額）

授業料（２年４月分）

提携高校費用（年額）

２年次 ４～2月 授業料（毎月）

３月 施設設備料

授業料（年額）

提携高校費用（年額）

施設設備料（年額）

授業料（３年４月分）

提携高校費用（年額）

３年次 ４～２月 授業料（毎月）



◇ 高等学校等就学支援金について

ご家庭の教育負担軽減を図るための、国による授業料支援の仕組みです。

就学支援金の受給には申請が必要です。（学校を通して行いいます)

１，受給資格

・高等学校（高専、高等専修学校等を含む）に在籍

・日本国内に住所を有すること
※次のいづれかに該当す方は対象となりません。

・高等学校等（修業年限が 3年未満ものを除く）を卒業し又は修了した者

・高等学校等に在学した期間が通算して 36月を超える者

・所得制限基準に該当する者

（保護者等の算定基準額が 304,200円以上である者）

２，受給資格認定

星槎国際高等学校から合格証ととも申請書類が届きますので、各自申請書類をお願

いいたします。申請された月から支給開始となるので、遅れないよう注意してください。

提出された書類を基準に、都道府県が受給資格の認定を行います。毎年 7月頃、所得

情報が更新されます。都道府県はこれに基づき改めて受給資格の認定を行います。マイ

ナンバーは法令に定められた必要な範囲のみ、就学支援金の支給に関する事務に活用し

ます。

３，受給判定基準 ※判定基準によって支給額が変わります。

計算式：市町村民税の課税標準額（所得額‐所得控除額）×6％‐市町村民税の調整控除額

※１ 単位制高等学校における就学支援金

1単位あたり支給額（401円×12ヶ月＝4,182円） を履修期間で割って履修単位数

を乗じる形で算出されます。

※２ 支給対象単位の上限は全籍校も含め 74単位となります。

※３ 転編入生の方は、前籍校における履修単位数・在籍期間等によって受給できない場合

があります。

４、学費（就学支援金相殺）

就学支援金対象者の方は履修単位 30単位までの授業料を実質無償とします。ただし、

年度途中で退学、転学する場合は該当年度の就学支援金（基準額）を納入いただきます。



◇ その他の公的奨学金について

１，高校生等奨学給付金（都道府県が行う授業料以外の教育支援です）
・受給するためには保護者がお住いの都道府県への申請が必要です。

・生活保護世帯は年額 52,600円、非課税世帯は年額 51,000円

２，栃木県育英会
栃木県育英会が実施している奨学金です。

３，生活福祉資金（教育支援資金）
栃木県社会福祉協議会が生活福祉資金を貸与しています。

４，母子・父子・寡婦福祉基金
ひとり親家庭の支援のために栃木県が実施する貸与型奨学金（福祉資金）

です。

※ 詳細につきまして、各機関の受付窓口までお問い合わせください。

栃木県教育委員会承認認定 技能教育施設

星槎国際高等学校宇都宮キャンパス
MUSASHI GAKUIN

夢作志学院
〒320-0833
栃木県宇都宮市不動前 1‐3‐35
Tel.028‐610‐6341 Fax.028-634-3641
URL http://www.k-musahi.jp

【アクセス】
●東武宇都宮線『南宇都宮駅』より徒歩 12 分
●関東バス『不動前』バス停より徒歩２分

【毎月学校説明会開催】
１，通信制高校の仕組み

２，夢作志学院の通信制の特色

３，個別相談

＊詳細は夢作志学院 HP をご覧ください。

＊参加希望の方は右記の QR コードを読み取り

応募フォームからお申込みください。
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